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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和４年１月７日（金）午前９時５５分～午前１０時２５分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長、市民部長、

協働推進部長、協働推進部環境担当部長、健康福祉部長、健康

福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市整備部長、

都市整備部建設管理担当部長、教育部長、教育部学校教育担当

部長、議会事務局長、会計管理者 

欠席者：なし 

説明員：防災安全課長 

議 題 
１ 武蔵村山市第八次交通安全計画（案）について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方
針、残された問
題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１：原案を一部修正の上、決定する。 

議題２：特になし。 

審 議 経 過 
（主な意見等を

原則として発言
順に記載し、同
一内容は一つに

まとめる。) 
 
（発言者） 

○印=構成員 
●印=説明員 
 

議題１ 武蔵村山市第八次交通安全計画（案）について 

（総務部長説明） 

武蔵村山市第八次交通安全計画（案）について、策定主旨及び策

定経過を説明する。 

本計画は、交通安全対策基本法第２６条の規定に基づく「市町村

交通安全計画」として、東京都交通安全計画及び武蔵村山市第五次

長期総合計画を上位計画として、本市における交通安全対策の総合

的な推進を図ることを目的として策定するものである。 

本市では、昭和６１年以降、５年ごとに７次にわたり計画を策定

し、市と関係機関が一体となって各種施策を推進してきたが、現行

の第７次計画の計画期間満了に伴い、新たに、令和３年度から令和

７年度までの５か年を計画期間とする「武蔵村山市第八次交通安全

計画」を策定するものである。 

計画の策定に当たっては、令和２年１２月２３日に市長から武蔵

村山市交通安全審議会に諮問し、令和３年１１月１１日に、諮問に

対する答申をいただいている。 

また、令和３年９月６日から１０月５日までにかけてパブリック

コメントを実施している。 

なお、本計画は、令和３年度を初年度とするものであり、通常で

あれば、令和２年度中に策定することとなるが、上位計画である「第

１１次東京都交通安全計画」の策定が令和３年４月となったことに
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伴い、この時期の策定となったということであるので、よろしくお

願いする。 

具体的な内容については、防災安全課長から説明申し上げる。 

 

（防災安全課長説明） 

  武蔵村山市第八次交通安全計画（案）について説明 

  ―説明省略― 

 

（質疑等） 

○ １１ページの「１ 交通事故発生件数・死傷者数」の記述の中

で、「新型コロナウイルス感染症拡大による交通行動の変化によ

り、自転車利用者の増加に伴う自転車の交通事故が大きく増加し

たことなどが原因として考えられます。」とあるが、新型コロナウ

イルス感染症が原因となって、自転車の保有台数が増え、それで

事故件数が増加したなどの裏付け資料はあるのか。 

● 自転車の保有台数については、特段把握していないが、ここ最

近、自転車の事故が増えている状況にあることから、背景として、

新型コロナウイルス感染症が原因となっていることを記載してい

る。 

○ ３８ページの「⑹ 主要市道及び一般市道の整備」の中に、「＜

その他の道路整備事業内容＞」の表があり、その備考欄に「令和

元年度及び令和２年度の実施計画登載事業を掲載」と記載がある

が、本計画は令和３年度からの計画となるため、「令和３年度実施

計画登載事業を掲載」に修正する、もしくは備考欄を削除した方

がよい。 

● 備考欄は削除する。 

○ 高齢者による自転車事故が増えているのは分かるが、どのよう

なケースの事故が多いのか、情報はあるのか。 

● 事故それぞれの分析はできているが、対象者が高齢者なのか子

どもなのかは分からない。 

○ 事故が起きた際の対象者の横断歩道の渡り方など、分析データ

は特にないのか。 

● 特にない。 

○ そのような情報があれば、どういった対策を立てれば、交通事

故件数を減少させることができるのかといった検討もできると思

われる。 

○ 武蔵村山市内での交通事故のケースとして、何か特徴的なもの

はあるのか。 

● 子どもの事故が多いところではあるが、特徴といったものは特
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にない。 

 ○ ６２ページの「４ 武蔵村山市交通安全対策審議会開催経過」に

ついて、通常は、開催経過のページに別表で答申の提出年月日や内

容を記載していたかと思うので、その他の計画に合わせて記載した

方がよいと考える。 

 ● 他の計画を参考にして修正する。 

 

（結 論） 

原案を一部修正の上、決定する。 

 

議題２ その他 

  特になし。 

 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７２） 

（日本産業規格Ａ列４番） 


